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機
構
は
、
当
分
の
間
、
第
十
三
条
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

整
備
法
附
則
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海

外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
寄
附
金
の

処
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

整
備
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
」
と
い
う
。）の
規
定
、
整
備
法

附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
、
整
備
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
の
規
定
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
寄
附
金
の
処

理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
の
業
務
」と
あ
る
の
は「
並

び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
業
務
」
と
、
第
三
十
九
条
第

二
号
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
す
る
。

（
政
府
保
証
）

第
三
条

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
郵
便

振
替
と
し
て
受
け
入
れ
た
口
座
の
預
り
金
の
払
出
し
に
係
る
機
構
の
債
務
を
保
証
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

法
律
第
百
二
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）、
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
九
十
八
号
）、
郵
便
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
九
号
）、
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
百
号
）
及
び
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一

号
）
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
律
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一

郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

二

郵
便
為
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）

三

郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）

四

簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）

五

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
国
債
等
の
募
集
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）

六

郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二

号
）

七

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
外
国
通
貨
の
両
替
及
び
旅
行
小
切
手
の
売
買
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十

七
号
）

八

郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十

二
号
）

九

郵
便
貯
金
及
び
預
金
等
の
受
払
事
務
の
委
託
及
び
受
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）

十

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
原
動
機
付
自
転
車
等
責
任
保
険
募
集
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

六
十
九
号
）

十
一

日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）

十
二

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
八
号
）

十
三

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

（
民
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
確
定
日
附
」
を
「
確
定
日
付
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中「
日
附
ヲ
」

を
「
日
付
ヲ
」
に
、「
確
定
日
附
」
を
「
確
定
日
付
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
日
附
ア
ル
」
を
「
日
付
ア
ル
」に
、

「
日
附
ヲ
」
を
「
日
付
ヲ
」
に
、「
確
定
日
附
」
を
「
確
定
日
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
確
定
日
附
」
を
「
確

定
日
付
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
確
定
日
附
」
を
「
確
定
日
付
」
に
、「
日
附
ヲ
」
を
「
日
付
ヲ
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
中
「（
日
本
郵
政
公
社
ヲ
含
ム
）」を
削
り
、「
日
附
ヲ
」
を
「
日
付
ヲ
」
に
、「
確
定
日
附
」
を
「
確
定
日
付
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

郵
便
認
証
司
（
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
郵
便

認
証
司
ヲ
謂
フ
）
ガ
同
法
第
五
十
八
条
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
内
容
証
明
ノ
取
扱
ニ
係
ル
認
証
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
同
号
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
テ
記
載
シ
タ
ル
日
付
ヲ
以
テ
確
定
日
付
ト
ス

（
水
難
救
護
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

水
難
救
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
ノ
事
業
所
」
に
改
め
る
。

（
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
六
条

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
十
八
条
第
五
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
政
府
ニ
無
償

譲
渡
セ
ラ
レ
タ
ル
日
本
郵
政
株
式
会
社
ノ
株
式
ノ
総
数
ノ
三
分
ノ
二
ニ
当
タ
ル
株
式
ハ
国
債
ノ
元
金
償
還
ニ
充
ツ

ベ
キ
資
金
ノ
充
実
ニ
資
ス
ル
為
一
般
会
計
ヨ
リ
無
償
ニ
テ
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
ニ
所
属
替
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

（
恩
給
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

請
求
ガ
郵
便
又
ハ
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

第
六
項
ニ
規
定
ス
ル
一
般
信
書
便
事
業
者
若
ハ
同
条
第
九
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
信
書
便
事
業
者
ニ
依
ル
同
条
第
二

項
ニ
規
定
ス
ル
信
書
便
ニ
依
リ
為
サ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
送
付
ニ
要
シ
タ
ル
日
数
ハ
之
ヲ
時
効
期
間
ニ
算
入
セ

ズ第
八
十
二
条
ノ
三
を
削
る
。

（
無
尽
業
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
又
ハ
郵
便
貯
金
」
を
削
る
。
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